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令和３年４月定例農業委員会 会議録 
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・議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

・議案第２号  農地法第５条の規定による許可申請について 

・議案第３号  非農地証明願について 

・議案第４号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による

利用権の設定について 

・議案第５号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による

利用権の設定について（中間管理事業分） 

・議案第６号  農地中間管理機構が行う農地売買等事業に係る

あっせん申出について 

・議案第７号  相続人の納税猶予に関する適格者証明願につい

て 

・報告第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知書の受

理について 

・報告第２号  農地中間管理事業による権利設定について 

 

 

４．その他 

 

５．閉 会 
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（午前９時２５分開会） 

○事務局  

おはようございます。定刻よりは少し早いですが皆さんおそろ

いですので本日の会議を始めさせていただきます。 

なお本日の会議開催前にお願いを申し上げます。本日の会議は

新型コロナウイルス感染防止に配慮して開催をいたします。出席

議員の皆様におかれましては、ご入場の際、検温、消毒にご協力

いただきましたが、会議開催中議場出入りの際は、出入り口に消

毒液を設けておりますので、手指消毒に引き続き協力をお願いい

たします。 

また、会議中はマスク着用をお願いいたします。会議の途中換

気行われますので、ご理解了承の上お願いをいたします。 

それでは本日の開会に当たりまして事務局長よりご挨拶申し上

げます。 

 

○事務局長 

 皆さん改めましておはようございます。 

大変お忙しい中、年度初めということもありますが、本定例会

の方もご出席いただきましてありがとうございます。 

４月１日よりいよいよ農業振興条例が施行されたという関係

で、本当に問い合わせ等も多くなっています。昨日も三浦課長、

それから岡本補佐の方で、ＪＡさんの会議の中で、少し農業者の

方に直接制度のことを説明させていただきました。あとホームペ

ージや広報等でも、できる限り様々な機会を利用しまして、周知

を図っていこうと思ってますので、皆さん方のご協力も、お願い

したいというふうに思います。 

それから、来週４月１５日ですが、橋本市の方では、議会が開

催されます。臨時議会です。その中で、農業振興課の方では、農

産物等インターネット販売促進事業の補助金を、約４００万円。

それから、橋本市農産物販売促進対策委員会負担金ということ

で、様々な農産物販売を促進していこうという経費のために３０

万円。それから、すごく昨年度も好評でしたが橋本ふるさと便の

事業ということで、送料負担をしていくということで、約８００

０万円の予算を計上していきます。 

１５日、議会等の可決がもちろん条件になるんですが、そうい

ったことを含めて、併せて私の所管のシティセールス推進課で

は、市民の皆さん方にお１人３０００円のクーポンを改めて配布
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さしていただくということで、準備を行っていくところです。先

ほど申し上げましたが、４月１５日に議会の承認が得てからとい

うことですが、皆さん方には事前にお知らせしたいという、そん

なふうに思っています。それからコロナウイルスの関係です。 

すでにご承知の方もおられるかもしれませんが、市の職員の中

からも、コロナウイルス患者が発生しました。本当に皆さん方に

はご心配それから様々なご迷惑等お掛けしたことを改めてお詫び

したいなというふうに思っています。 

ご存知の通り、県下全体で変異ウイルスっていうのが多くなっ

てきています。私たちは身近な人の中でもＰＣＲ検査を受けたと

いうようなことが本当に多く報告されるようになりました。 

特に今回、県の方からは県民の皆様方へということで、特に高

齢者の方のカラオケということが非常に原因の一つとして多くな

ってるっていうようなことの周知がありました。皆さんの方にお

かれましても、本当に気をつけていただいてると思うんですが、

より以上の注意を図って、感染対策をお願いしたいというふうに

思っています。 

一方、オリンピックの準備も着々と国の方でも、県の方でもし

ているところです。本日から和歌山県では、聖火リレーが始まり

ます。 

明日橋本市においては、１７人のランナーが橋本駅前を１７時

３０分にスタートして、運動公園到着が１８時３０分予定で走行

されることになっています。沿道からの声援等については、でき

る限り声を出さずに密を避けてっていうことです。 

私たち職員も、総勢約５０人近くですがボランティアとして、

沿道からスタッフ応援も含めてランナーの応援をしたい、そんな

風に考えているところです。 

本当に年度当初、それからこの体制の委員会開催というのは、

限られた期間になってきましたが農業委員、推進委員の方々のま

すますのご協力をお願いしたいと思います。 

以上、少し長くなりましたがご挨拶としてさせていただきま

す。 

 

○事務局 

 議事の進行につきましては、橋本市農業委員会会議規則第５

条の規定により会長が会議の議長なり会議を掌理するとなってお

ります。 
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以後土井会長におかれましては、ご挨拶の後、議事の進行をお

願いいたします。 

 

○土井会長 

 おはようございます。 

令和３年度がスタートしまして第１回目の定例の農業委員会と

いうことでございます。市役所の方では定例の人事異動がござい

まして、新体制になった部署があるというふうに聞いております

が、農業委員会の方では事務局では、大きな異動もありませんで

した。引き続きよろしくお願いをしております。 

このような中で私たち委員は、７月末の任期ということになり

ますので、現在新体制に向けて４月１４日を締め切りとした推

薦、応募が行われておるところでございます。 

一方、新型コロナウイルス関係の方ですが、第４波の兆しがあ

ると言われ、大阪、兵庫県におきましては、蔓延防止重点措置が

とられ、今日はまた東京、京都で同措置が発出されるようなこと

で、引き続き緊張感を持って予防対策を十分とりながらの事業成

果ということになって参ります。 

橋本保健所管内を見ますと、この一週間新規陽性者が１０万人

当たり３４.６人となりステージ４、いわゆる感染爆発の目安と

されています２５人以上をオーバーしてしまって、ちょっとこれ

大変な状況で行政当局はものすごい心配していると思っておると

ころでございます。 

このような中ですけども、明日東京オリンピック・パラリンピ

ックの聖火リレーですね。それが橋本市で実施されるというわけ

ですが、現状の中ですが元気活力も必要ですので、前向きに考え

ていきたいなと、思っておるところにございます。 

農作業の方もいよいよ、多忙になってきますけれども、健康は

富に勝るといいますので、注意しながら進めて欲しいなというふ

うに思っておるところでございます。 

それと先ほど事務局長の方から、いろいろ農業関係の振興策が

新年度から始まったということで、これを大いに活用して活力の

ある農業にしていきたいな、このように考えておるところでござ

います。 

委員さんにおかれましては、感染リスクを少しでも低くするた

めに、円滑な議事進行に協力いただきますように、お願いをいた

します。 
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○議長 

 それでは、議事を進行して参ります。座って進めます。 

事務局から、本日の出席委員について報告を願います。 

 

○事務局 

 農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、本

日の出席委員数についてご報告申し上げます。農業委員１１名全

員の出席でございます。 

なお、森田最適化推進員、尾崎最適化推進委員より欠席の連絡

がございました。以上です。 

 

○議長 

 事務局報告の通り、定足数に達しておりますので、ただいま

から会議を開催いたします。 

議案の審議に先立ち当方から議事録署名員の選任を行います。 

橋本市農業委員会規則第１８条第２項に規定する議事録署名員

は、議席番号５番廣田征男委員、議席番号６番田中里美委員の２

名を指名いたします。 

また書記には事務局職員を指名いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

議事に入ります。本日の審議いたします案件は、提出議案７

件、報告２件であります。 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを上程

し２案件について、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局 

 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてご説

明いたします。議案書の３－１、位置図の３－１及び３－２をご

確認ください。 

農地法第３条の規定による農地の所有権移転申請のあった譲渡

人・・・、譲受人・・・他１件の許可の可否について審議を求め

るものです。 

なお議案第１号でご審議いただく２案件は、農地法第３条第２

項の第１号から第７号の各号には該当しないため、要件をすべて

満たしております。機械、労動力、技術、通作距離等を見ても問

題がないこと、農業委員会が定める別段面積を超えていることか
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ら許可要件を満たしていると判断されます。 

整理番号順に説明いたしますので位置図及び議案書をご覧くだ

さい。 

１番、橋本市橋谷・・・、・・・、・・・、・・・、面積合計

２，０８７㎡について、・・・さんから、・・・さんの夫婦間によ

る贈与による、所有権移転です。譲渡人・・・さんは、維持管理

困難になったため、・・・さんへの生前贈与の承認願が出された

ということです。なお本申請に係る意見書には、受任者である譲

渡人が認知症である旨のご意見がありましたが、本申請には委任

状が添付されておりましたので、民法第９９条及び第１００条に

規定する委任に基づく代理申請として受付いたしました。この代

理申請につきましては、参考書類としてＡ４一枚ですが、つけて

おりますので、ご確認をお願いいたします。 

２番、橋本市隅田町河瀬・・・、面積合計６６４㎡、・・・さ

んから・・・への売買による所有権について、・・・さんは維持

管理困難による当該農地処分のため、・・・さんは規模拡大のた

め、承認願いたいとのことでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長 

 事務局の説明が終わりました。担当委員さんから追加説明を

お願いします。 

なお、会議は議事録を作成のため録音してございます。マイク

を用意してますので、発言の際はマイクを使用し発言の冒頭でお

名前をお願いします。それではどうぞ。 

 

○堀切委員 

 推進委員の堀切といいます。１番の案件について説明させて

いただきます。確認のため訪問いたしましたところ、譲渡人・・ 

・と譲受人・・・は夫婦であり、主人が認知で高齢のため耕作が

できないということでした。主人はこの農地を１５年間ぐらい作

っておったということですが、最後の４、５年は近所の人に手伝

ってもらいながらやっていた。今後は、奥さんもその近所の人

に、８割から９割手伝ってもらって作っていくということなの

で、特に問題はないと思われます。以上です。 

 

○田中一孝委員 
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 ５番の田中です。案件２番としまして事務局の方から説明が

ありました通りでございまして、たまたま・・・さんという方

が、土地の拡大を目標にしてまして、合意の上で相成ったという

ことでございまして、現場も見に行ったところ、問題ないかと思

います。以上です。 

 

○議長 

 これより質疑に移ります。質疑される方はご発言願います。 

 

・・・・・・ 

 

○議長 

質疑がありませんので、質疑を終結いたします。お諮りをいた

します。 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、本件

を許可することにご異議ございませんか。 

 

（委員より「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

ご異議がありませんので、本件は原案の通り許可するように決

定いたします。 

議案第２号農地法第５条の規定による許可申請についてを上程

し、２案件について、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局 

議案第２号農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て、ご説明いたします。 

議案書の５－１ページ、位置図の５－１ページをご覧くださ

い。 

整理番号１番の案件についてご説明いたします。申請地は橋本

市東家・・・、位置は・・・より北約・・・ｍに位置する第３種

農地で、登記簿地目は田、現況は休耕地です。譲受人であ

る・・・は宗教法人であり、現在本堂はなく復興を目指して檀家

一同取り組んでおり、本堂の復興に必要な作業車の駐車場が必要

となり、また本堂再建後は参拝者の駐車場として利用するため、

適地を探していたところ、隣接地であるため立地も良く、また農
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業経験もなく農地の維持管理が困難であった譲渡人と話がまとま

り本申請に至りました。計画によりますと、駐車場を整備いたし

ます。排水につきましては、汚水雑排水については発生せず、雨

水については自然浸透とし、浸透しきれない部分については、申

請地西側に位置する道路側溝へ排水します。このことについて、

地元区長の同意書が添付されております。隣接する農地は１筆あ

りますが同意を得ており、現地調査を行ったところ転用による周

辺農地への著しい影響はないと判断されます。事業に用する費用

につきましては、・・・円と見積もられ、必要額以上の通帳の写

しが添付されております。 

整理番号２番の案件について、位置図の５－２ページをご覧く

ださい。申請地は、橋本市しらさぎ台・・・、・・・。位置は、 

・・・より北東約・・・ｍに位置する第３種農地で、登記簿地目

及び現況は畑です。譲受人は現在妻が妊娠しており、家族が増え

るにあたり、現在の住まいでは手狭になり住宅建設を考えて適地

を探してたところ、父親である譲渡人が近くで息子夫婦が住んで

くれると自身も安心だということから、使用貸借で話がまとま

り、本申請に至りました。計画によりますと木造平屋建ての住宅

を建築いたします。排水につきましては、汚水及び雑排水は浄化

槽を設置し、既設宅内桝から、申請地西側道路の本管へ排水しま

す。下水処理については、浄化槽区域であるとの確認済みです。

雨水につきましては、申請地西側既設側溝に自然放流いたしま

す。このことにつきましては自治会長の同意が添付されておりま

す。隣接する農地はございません。現地調査を行ったところ、転

用による周辺農地への著しい影響はないと判断されます。事業に

要する経費につきましては、・・・円と見積もられ必要額以上の

残高証明及び融資証明書が添付されております。 

以上の案件について、農地転用許可基準に照らし審査いたしま

した結果、申請に必要なとりわけ添付されており転用の目的実現

も確実と思われ、許可相当と判断いたしました。 

ご審議お願いいたします。 

 

○議長 

 事務局の説明が終わりました。担当委員さんから追加説明を

お願いします。 

 

○木下委員 
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 ２番、木下です。１番の案件について説明させていただきま

す。・・・さんと話ししたところ、相続してからこの土地では１

度も作ってないと。ただ現場を確認行きましたら草刈だけはされ

てるという、ことが見受けありました。また、・・・さんの代理

になる行政書士の人と話をさせていただきまして、本案件につい

て問題はないと判断いたします。ご審議よろしくお願いいたしま

す。 

 

○田中里美委員 

 ６番田中です。２番の説明をします。親子関係で特に問題は

ないと思います。以上です。 

 

○議長 

 これより質疑に移ります。質疑される方はご発言願います。 

 

・・・・・・ 

 

質疑がありませんので質疑を終結いたします。お諮りいたしま

す。 

議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について、本

件を許可相当とすることにご異議ございませんか。 

 

（委員より「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がありませんので、本件は許可相当の意見を付して、原

案の通り県知事に進達することに決定いたします。 

議案第３号非農地証明願について上程し、２案件について事務

局の説明を求めます。 

 

○事務局 

 議案第３号農地法第２条の農地でない旨の証明願いについて

ご説明いたします。 

議案書及び位置図の非－１ページをご覧ください。整理番号１

番の案件についてご説明をいたします。申請地は、橋本市恋野・ 

・・、台帳地目は田、現況は公衆用道路です。申請地は大正時代

から隣接地に建築された建物の進入路として利用されているとの

ことです。現況農地でない旨の証明は非農地証明とも言われ、農
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地法が施行される前、昭和２７年１０月から農地がすでに農地以

外のものになっている場合や、２７年以降何らかの原因で非農地

に転用した土地で、２０年以上を時間経過し周囲の状況から判断

し、また将来にも農地として使用することが困難であり、農地転

用行政上支障がないと認められる場合、所有者が申し出をし、当

該証明を発行することとなっております。以上ご審議お願いいた

します。 

 

○議長 

 はい。先ほど２案件と申しましたけども、１案件に訂正いた

します。 

事務局の説明が終わりました。担当委員さんから追加説明をお

願いします。 

 

○大西正明委員 

 三番の大西です。今の説明ですけど事務局の説明通りで現場

も確認しましたけども、建物があって侵入路が必要ですし、もう

全部アスファルト舗装をされて、大正時代からということもあり

ますので、やむを得ないかなと思います。以上です。 

 

○議長 

 これより質疑に移ります。質疑される方はご発言願います。 

 

・・・・・・ 

○議長 

質疑がありませんので、質疑を終結いたします。お諮りいたし

ます。 

議案第３号、非農地証明願いについて、本件を承認することに

ご異議ございませんか。 

 

（委員より「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がありませんので、本件は原案の通り承認することに決

定いただきます。 

ここで５分ほど換気のため窓を開けてください。休憩します。 

 

（休 憩） 
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○議長 

それでは休憩以前に戻りまして、議案を進めます。 

議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による利

用権の設定についてを上程し、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局 

 それでは議案第４号農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による利用権の設定について説明いたします。 

議案書の基－１ページから２ページと、位置図の基－１ページ

をご覧ください。 

今月の申請は新規で３件、継続の申請が８件ありますが、代表

して整理番号１番の案件を読み上げます。利用権の設定を受ける

ものは・・・、利用権の設定をするものは、・・・。利用権を設

定する土地は、橋本市吉原・・・の１筆です。現況地目は田で、

面積は・・・㎡となっております。利用権の種類は使用貸借で、

水田として利用いたします。利用権の期間は令和１３年３月末ま

での９年１１ヶ月となっております。利用権の設定を受けるもの

の耕作面積は約１２４ａで継続の設定となっております。なお、

今回利用権を設定する土地は、合計１６筆、１万３，４７３㎡と

なっております。以上の集積計画の内容は、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えております。

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

 事務局の説明が終わりました。担当委員さんで追加説明があ

ればお願いします。 

 

・・・・・・ 

 

○議長 

質疑される方は、質疑をお願いします。 

 

・・・・・・ 

 

○議長 

質疑がありませんので、質疑を終結いたします。お諮りいたし

ます。 
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議案第４号農業経営基盤強化促進号第１８条の規定による利用

権の設定について、本件を承認することにご異議ございません

か。 

 

（委員より「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がありませんので、本件は原案の通り承認することに決

定いたします。 

次に、議案第５号農業経営基盤の強化促進法第１８条の規定に

よる利用権の設定について、中間管理事業分を上程し、事務局の

説明を求めます。 

 

○事務局 

 それでは、議案第５号農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による利用権の設定について、中間管理事業分についてご説明

いたします。 

議案書の中－１ページから中－２ページと、位置図の中－１ペ

ージをご覧ください。 

今月の申請は合計１０件ですが、代表して整理番号１番の案件

をご説明いたします。利用権の設定を受けるものは、・・・。利

用権を設定するものは、・・・。利用権を設定する土地は、橋本

市山田・・・となっております。現況地目は畑で、面積は・・・

㎡です。利用権の種類は使用貸借で普通畑として利用いたしま

す。利用権の期間は１０年間となっております。 

今回利用権を設定する土地は、全部で１７筆１万２，９０４㎡

となっております。 

今月の、案件につきましては、１月より運営、運用が始まりま

した。一括方式により申請されたものとなっております。一括化

方式につきましては、中間管理機構を介した申請にはなっておる

のですが、市から集積計画を作成し公表した段階で、借り手農家

さんの方にすぐに貸借するような申請となっております。以上、

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

 事務局の説明が終わりました。担当委員さんで追加説明があ

ればお願いします。 
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○松岡委員 

 推進委員の松岡です。・・・さん、・・・、それから・・・、・ 

・・の使用貸借なんですけれども、水利費が、・・・さんが３人

分支払うということで、地主が支払うということでございまし

た。以上。 

 

○岡本委員 

 ９番の岡本でございます。３番の物件は母親はこちらに住ん

でるもんですから、・・・から遠方ですが毎日通ってきておると

いうことで、耕作の方は間違いなくできるとこういうことでござ

いました。 

それから４番の案件は、この方も農業は初めてでございまし

て、ただいま指導員がつきまして柿の剪定の仕方を教わってる、

こういうことで、今やっております。元々東京の方でございまし

て、こちらに高野口の・・・で住宅を借りまして住んでおると、

こういうことでございます。だから今のところ心配ないと感じま

す。 

 

○向井委員 

 推進委員の向井です。５番から１０番の件でご説明させてい

ただきます。設定者であります・・・さんにつきましては何度と

なくここの席で、申請し個人的にも契約されております。今回初

めて中間管理機構を利用してこれだけ申請にあがっております。

彼はすごく若くて意欲的に農業を取り組んでおる方ですので、私

個人としては問題ないと思っております。以上です。 

 

○議長 

 これより質疑に移ります。質疑される方はご発言願います。

ありませんか。 

 

・・・・・・ 

 

○議長 

はい。質疑はありませんので、質疑を終結いたします。お諮り

をいたします。 

議案第５号農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による利用

権の設定について、中間管理事業分、本件を承認することにご異
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議ございませんか。 

 

（委員より「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

ご異議がありませんので、本件は原案の通り、承認することに

決定いたします。 

議案第６号、農地中間管理機構が行う農地売買等事業あっせん

にかかる申し出についてを上程し事務局の説明を求めます。 

 

○事務局 

 それでは、議案第６号農地中間管理機構の行う農地売買等事

業に係るあっせんの届けについてご説明いたします。 

議案書のあ－１ページと、位置図のあ－１ページをご覧くださ

い。本申請におきましては、先月の定例会でご審議いただいた方

と同じ、・・・さんからの届け出になっております。前回、ご審

議いただいた土地に加えて、今回２筆を追加で申請という形でな

っております。申し込みをする土地は、橋本市高野口町名倉・・ 

・、・・・の２筆となっております。登記地目は畑で、面積は合

計・・・㎡となっております。本届け出は、農地中間管理機構の

特例事業規程に当たる農地売買事業を行うために必要なものとな

っております。 

 

○議長 

 事務局の説明が終わりました。担当委員さんから追加説明を

お願いします。 

 

○大矢委員 

はい。推進委員の大矢でございます。この現地は、先月も同じ

ような案件で上がりまして、見ていただきました。この現地の、

今月上がってますところから右上の方で、先月の１０筆ほど柿畑

として図った案件でございます。現状は畑ということですけれど

も、今のところ何も柿畑にもなってございませんが、将来、近い

うちにまた売買で上がってきます。・・・さんという方が、もう

ずっとこの農地を管理してございますので、今のところ問題な

く、このようなあっせん届になってございますが、近いうちに右

上の方の柿畑と同じような形で売買の案件になってこようかと思
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いますが、現状としては問題なかろうと思いますので、よろしく

ご審議お願いします。 

 

○議長 

 これより質疑に移ります。質疑される方はご発言願います。 

 

○廣田委員 

 ５番の廣田ですが、あっせん届けってかみ砕いていったらど

んな内容になるんでしょうか。ちょっとわかりませんけども、え

らいすいません。 

 

○事務局 

 あっせんの届け出なんですけれども、今回申請者である・・ 

・さんの方から、橋本市の方で、こちらの農地が、売買できるぐ

らいの荒廃農地であったりちょっと荒れていたりして、実際には

ちょっと売るのに難しくないところを売れるようにあっせんして

もらいたいという申し出になっております。 

農業委員会の方にあっせんを受けて、買い手の方に売っても大

丈夫かどうかの確認で意見、確認という形で、調査さしてもら

い、もし、次の方に渡しても大丈夫という状態であるということ

が、次の方に売買できる状態ということが確認できれば、農地中

間管理機構に農業委員会の、今回の議案の議決をつけて、申請の

方を中間管理機構に上げさせてもらう手続きとなっております。 

申し出自体につきましては、本人さんの方から農業委員会に、

売りに出しても大丈夫かどうかということの申し出となっており

ます。以上です。 

 

○廣田委員 

 これでいったら安全で、これええよっていうのは申し入れる

のは、地主さんが申し出るのか。 

 

○事務局 

 はい。地主の土地所有者の・・・さんの申し出になっており

ます。 

 

○廣田委員 

農業委員会に申し出て、この続きはどうなるのか。 
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○事務局 

農業委員会に申し出いただきまして、その後委員会の方で、こ

この農地が大丈夫ということでしたら、中間管理機構、農業公社

の方に、今回の、あっせんがあったということで、うちの方か

ら、ここはあっせんもらっていただいたので、次の方に売買して

も大丈夫ということで、申請書の方をつけて、送らせてもらう形

になります。 

 

○廣田委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○議長 

 他にありませんか。 

 

・・・・・・ 

 

○議長 

質疑がありませんので、質疑を終結いたします。お諮りいたし

ます。 

議案第６号、農地中間管理機構が行う農地売買等事業に係るあ

っせん申し出について、本件を承認することにご異議ございませ

んか。 

 

（委員より「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

ご異議がありませんので、本件は、原案の通り承認することに

決定いたします。 

議案第７号、相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについ

て上程し、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局 

 議案第７号相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについ

てご説明いたします。 

議案書納－１、位置図納－１から納－３をご覧ください。整理

番号１番についてご説明いたします。申請者は橋本市紀見 
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・・・、・・・。申請地は橋本市紀見・・・、・・・、・・・、・ 

・・、・・・の計５筆、合計・・・㎡です。 

整理番号２についてご説明を申し上げます。申請者は橋本市紀

見・・・、・・・。申請地は橋本市紀見・・・、・・・、・・・、 

・・・、・・・、・・・、・・・、・・・の計８筆、合計・・・㎡で

す。 

いずれも本申請人は、故・・・氏より、申請者が相続した農地

にかかるものとなり、相続開始日は、令和２年１１月１５日とな

っております。 

なお、申請整理番号１番の・・・氏外２名となっております

が、整理番号１番につきましてはあくまでも・・・氏が持ってお

られる部分が、納税猶予の対象となることになっております。 

以上について書類審査いたしました結果、申請に必要な書類は

すべて添付されており許可相当の判断をいたしました。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

 

○議長 

事務局の説明が終わりました。担当委員さんから追加説明をお

願いします。 

 

○土井会長 

 これは私の担当でございますので、私の方から説明をいたし

ます。 

・・・さんは、・・・氏の長男です。・・・さんは・・・の次男

です。この長男と次男で長男の方が、５筆の農地、次男の方が、

８筆の農地を相続するっていうことで、いずれの、筆も現在、農

地として活用されてございますので、事務局の説明の通りなんら

問題ないものというふうに考えております。 

 

○議長 

 これより質疑に移ります。質疑される方はご発言願います。 

 

・・・・・・ 

 

○議長 

質疑がありませんので、質疑を終結いたします。お諮りをいた

します。 
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議案第７号、相続税納税猶予に関する適格者証明について、本

件を承認することにご異議ございませんか。 

 

（委員より「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

ご異議がありませんので、本件は原案の通り承認することに決

定いたします。 

次に報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知書の受

理について、及び報告２号農地中間管理事業による利用権設定に

ついて、事務局に報告を求めます。 

 

○事務局 

 報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理

についてご説明をいたします。 

議案書の１８－１をご覧ください。整理番号１番についてご説

明をいたします。申請地は橋本市高野口町大野・・・です。賃貸

人は、・・・さん。賃借人は、・・・さん。戦前からの賃貸借契約

について、令和３年３月１２日付けで、合意解約が成立したもの

がありました。 

つづいて報告第２号、農地中間管理事業による権利設定につい

てご説明いたします。 

議案書の中報－1ページをご覧ください。中間管理権を取得し

た、和歌山県農業会議より権利が設定された通知がありましたの

でご報告いたします。 

整理番号１番の案件につきましては、令和３年２月の定例会で

承認された案件となっております。整理番号２番の案件について

は令和２年９月定例会で承認された案件で、農地中間管理機構が

行う農地リフォーム化支援事業の申請があった農地になっており

ましてリフォーム化支援事業を使い遊休状態が解消されたため、

次の受け手に今回、・・・氏に転貸されました。 

以上報告します。 

 

○議長 

 報告を終わります。 

その他に移ります。委員の皆さんから何かご意見、ご質問はご

ざいませんか。 
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○田中里美委員 

 田中です。３条の・・・さんの件のことなんですけども、そ

れとは別に、認知症っていうことがあったので、私、堀切委員さ

んと事務局の方に持って行かしてもらって、ちょっと話聞いたん

ですけども。これから問題で、その認知症とかっていうことが出

てくると思うので、この申請人等についてっていうのを印刷して

くれたので、それについてちょっと、ざっと、説明してもらえた

らありがたいと思うんです。 

 

○議長 

 事務局、この参考資料の申請人等について、わかる範囲で説

明。 

 

○事務局 

 別添でつけさせていただいております、参考申請人等につい

てをご覧ください。多くの場合、本人申請以外は、委任状が添付

されて代理人申請ってことになるんですけど、こちらが多いんで

すが、今委員からご意見ありましたように、今後、いわゆる制限

能力者による申請が増えてくるであろうかと考えております。そ

の場合は、成年後見人さんであるとか、補佐人であるとか、補助

人であるとかそういったそれぞれの裁判所の認定を受けた方が、

それぞれの権限において、こういった申請をするんですってこと

でつけさせていただいております。 

これはあくまでも、例えばですが、認知症を煩われた方がおっ

たとして、その方の財産権であるとか、もろもろ権利を守ってい

かなければならないということで成立されたものと伺っておりま

す。ですので、今回のケースは夫婦間でありますので、その娘さ

んとか、そういった方にも事実の確認をさせていただいた上で、

また委任状を添付されておりましたので、今回申請を上程させて

いただきましたが、今後、第三者による申請があった場合には、

こういった処理が当然チェックされておらなければ、受け付けて

はならないというのは、農業関係事務処理手引きで明記されてお

りますので、この手引きに沿った形で、申請を受け付けてまたご

審議いただくことになると思います。以上です。 

 

○議長 
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 いいですか。ご意見、ご質問はございませんか。 

 

・・・・・・ 

 

○議長 

ないようですので、以上で本日の農業委員会総会に付議された

議案、報告はすべて終了いたしました。 

令和３年４月、農業委員会総会を閉会いたします。 

（午前１０時２０分閉会） 
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橋本市農業委員会会議規則第１８条により署名する。 

 

令和３年４月９日 

 

会 長  土井 清美 ㊞ 

 

５番  廣田 征男 ㊞ 

 

６番  田中 里美 ㊞ 

 


